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Ⅰ．総則 
 
Ⅰ-1 施設の目的や基本方針の確立 
老人福祉センターの設置目的に基づいた管理運営上の基本方針が確立されており、職員が理解し

ているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

職員に対し、老人福祉センターの設置目的に基づ

いた施設運営上の基本方針が明文化されている。 
✔ ✔ 

職員が、老人福祉センターの設置目的や施設運営

上の基本方針を理解している。 
✔ ✔ 

Ａ 

利用者に対し、老人福祉センターの設置目的や施

設運営上の基本方針を周知している。 
✔ ✔ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。  
 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・利用者会議（懇談会）の開催（年２回）毎に基本方針の

確認を行い、理解を深めるよう努めている。 

その他、大広間において伝達事項があるときに、設置

目的等に接する内容の話を館長が行い、また、月１回

スタッフミーティングで、設置目的等の確認をし、理解

を深めている。 

・お客様に何時でも見ていただけるよう、設置目的、施設

運営基本方針を館内に掲示するとともに、ホームペー

ジにも掲載している。 

・施設案内パンフレットにも設置目的を載せ周知をしてい

る。 

・業務マニュアルにも基本方針を明記している。 

・他区の老人福祉センターを全員で見学し、老人福祉セ

ンターの本来あるべき姿を理解するよう努めている。 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・スタッフ２名に面談し、施設の設置目的、基本方針につい

てよく理解しており、全員がネームプレートに基本方針を設

置目的について挟み込んでいる。 

・利用者にも設置目的が良く見えるように掲示してある。 
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Ⅰ-2 施設目的の達成度 
施設の管理運営を通して、施設目的を達成できているか。 

 
指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

判断基準 
チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

提供しているサービスは、老人福祉センターの設

置目的である高齢者に関する福祉の増進に対応し

ている。 

✔ ✔ 

Ａ 

利用者にとって公平・公正に利用できるシステムを

構築している。 
✔ ✔ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。  
 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・水曜日看護師による健康相談を実施している。健康相

談は、平均２０名ほどの相談があり、その他の相談等

については、随時館長が対応している。 

 （実績：１８年度９４０名、１９年度４～９月４９５名） 

・介護予防及び健康増進のため健康体操教室（前期２４

回、後期２４回）を実施するとともに、健康に関するセミ

ナーや高齢者が健康を増進するための落語を実施し

た。 

・高齢者の仲間づくりを積極的に展開するため、会員募

集しているサークルの入会希望案内を館内に掲示し

ている。 

・趣味の教室の内容を多様化し、人気教室の継続を行う

ことで、多くの方が基礎知識を学べるようにした。 

・個人利用の演芸（カラオケ）の順番を抽選で決めてい

る。 

・団体利用は、２ヶ月先までの予約を受けている。毎月１

日～７日まで仮申込期間とし１０日に確定し、仮申込

期間中に希望が他団体と重複した場合は公開抽選で

決定している。 

・利用団体の増加に伴い（１８年度５６団体、１９年度７月

現在７９団体）利用室の確保ができない団体がでてき

ているため、積極的に空き部屋への利用（部屋の多

目的利用）の案内も行っている。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

【特記事項】 

・平成１８年健康相談９４０人。 

・介護予防講座９月実施 

・うらしま荘登録団体７８団体等高齢者福祉増進の対応がで

きている。 

・公平・公正に利用できる抽選システムを作り管理されてい

る。 
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Ⅰ-3 職員の勤務実績・配置状況 
 管理職を含む常勤職員及び非常勤職員の勤務実績、配置状況は適切か。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当した上、次のすべてに該当する。 
✔ 

  ✔          

各業務に対し、必要最低限の職員を配置してい

る。 
✔ 

  ✔ 

Ａ 

各職員は、他の職員の業務状況を適切に把握し

ている。 
✔ 

  ✔ 

Ｂ 事業計画書のとおり職員体制と実際の体制に相

違がない。 
✔ 

  ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

 

 

 

 

 

    A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・受付は原則常勤者が行い、大広間のカラオケ、シャ

ワー室の清掃管理、湯茶のセット、その他館内清掃

等は各スタッフがシフト表に従い応対している。ま

た、これらの業務については専任化せず、誰もがど

の業務でも対応できるようにしている。 

・各スタッフは、引継ぎに際し、連絡ノートで内容を確

認している。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

【特記事項】 

・ 仕様書上は、館長１+指導員必要数＋スタッフ（午前・午後

各 3 名）となっている。実際には館長１＋副館長２の他に 4

名を 1 組としたスタッフが 4 組雇用され、職員は常に最低 1

名は勤務、スタッフもシフト勤務で常時３名が勤務する体

制を採っている。 

・ 月間シフト表、従業員ごとの勤務表が整備されている。職

員、スタッフとも業務内容が業務マニュアルに説明されて

おり、スタッフは色々なシフトに就くようになっており、他の

スタッフの業務内容についてもよく理解できる体制が採ら

れている。 
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Ⅰ-4 職員のマナー 
 利用者が気持ちよく利用できるよう、利用者に対する職員の接客マナーは適切か。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

利用者が職員だと判別できるよう、名札を着用し

ている。 
✔ ✔ 

職員の服装は適切である。 

 
✔ ✔ 

電話応対の際、施設名及び職員名を名乗ってい

る。 
✔ ✔ 

Ａ 

挨拶や対応の際の言葉遣いや態度が丁寧であ

る。 
✔ ✔ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・お客様の来館時に「おはようございます」の挨拶のほ

かに適宜天候などを話題にし、今日一日を楽しく過

ごしていただけるよう努めている。 

・お客様がお帰りのときには、「ありがとうございまし

た」「お気をつけて、明日もお待ちしています」等の

声かけを実施している。 

・職員は、名札とともに、エプロンを着用している。ま

た、緊急対応用として全員ホィッスルを携帯してい

る。 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・メイン階段の踊り場には「ようこそうらしま荘」の全員の顔写真

が掲示されており親しみの感じられる施設造りを行っている。 

・全員がホイッスルを携帯しリスクマネジメント体制も構築しつ

つ業務が遂行できている。 

 

 



横浜市老人福祉センター評価シート 

 4

Ⅰ-5 開館の実績 
 募集要項・仕様書に定められたとおりに開館しているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ａ 募集要項・仕様書に定められたとおりに開館して

いる。 
✔ ✔ 

Ｂ -   

Ｃ 募集要項・仕様書に定められたとおりに開館して

いない。 

 

Ａ 

 

 

 

  

    A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・休館日以外は、午前９時に開館し、午後５時に閉館

し、その旨、業務日誌に毎日記載している。 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

適正に開館されている。 
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Ⅱ．施設・設備の維持管理 
 
Ⅱ-1 建物・設備の保守点検 
 建物・設備が適切に管理され、安全性の確保及び良好な機能の保持が実現されているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

目に見える損傷等がなく、利用者が常に安全に

利用できる状態に保たれている。 
✔ ✔ 

Ａ 

発見された不具合が適切に処理されている。 
✔ ✔ 

Ｂ 事業計画書のとおり管理が行われている。 
✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

 

 

 

 

    A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・施設内外については、午前と午後各１回点検を行い

っている。 

・建物・設備の破損など不具合が見つかったときは、

それが小破修繕で修復できる場合を除き、業者に

依頼し、早期の修復に努めている。 

・簡単な修理は、早急に施設で行い、安全を確保して 

いる。 

・１８年４月～１９年９月の間、大きな損傷・不具合はな

し。 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・ 建物設備の維持管理および図書館と共用している建物の

共用部分の清掃は図書館側が行うとの覚書がある。この

覚書に従い、図書館が外部の保守管理会社、清掃会社と

契約を行い、うらしま荘は費用を負担している。 

・ 図書館側が業者と契約した保守点検回数、清掃回数など

の情報をそのまま事業計画としており、業者が図書館に

提出した実施報告書を確認している。 

・ 施設点検シートが作成されており，館長が最終チェックし

ている。 
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Ⅱ-2 備品の管理 
 施設の備品が適切に管理されているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 
✔ 

  ✔ 

備品台帳に記された備品がすべて揃っている。 
✔ 

  ✔ 

Ａ 

老人福祉センターの備品に目に見える損傷等が

なく、良好な状態を保っている。 
✔ 

  ✔ 

Ｂ 老人福祉センターの備品と指定管理者の備品を

区別した備品台帳を作成している。 
✔ 

  ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

 

 

 

 

    A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・１８年４月以後、老人福祉センターの備品と指定管理

者が購入した備品とに分けて記入した台帳にて管

理運営している。 

・一部横浜市老人クラブ連合会の備品で、うらしま荘で

保管しているものも記載している。 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・ 備品台帳は、一覧表と所在場所別のリストの２種類が整

備され分かり易い。 

・ 備品台帳は、市所有分、指定管理者所有分の別にある。

さらに、平成１８年４月に指定管理者が横浜市老人クラブ

連合会から業務を引継いだ際に、老人クラブ連合会から

引継がれた備品のリストがある。 

・ 市所有分のリストに載っている数種類の物品について現

存を確認した。 
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Ⅱ-3 清掃業務  
 利用者が快適に利用できるよう清掃が行き届いているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

事業計画書のとおり業務が実施されている。 

✔ ✔ 

目に見える埃、土、砂、ゴミ、汚れ等がない状態

を維持し、不快感（見た目、悪臭等）を与えず、衛

生的な状態が保持されている。 

✔ ✔ 

消耗品の補充が適切に行われている。 
✔ ✔ 

Ａ 

発見された清掃道具等の不具合が適切に処理さ

れている。 ✔ ✔ 

Ｂ －   

Ｃ 上記の中で一つ以上該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・一部共用部分は、図書館が外部業者に委託し、定

期、常時の清掃が行われている（記録保管）。また、

それ以外の当施設占有部分については、職員（スタ

ッフ）が毎日清掃をおこなっている。特に、娯楽室・

シャワー室・大広間については、常にお客様が気持

ちよく使えるよう良好な状態にしている。 

・器具は保守メンテナンスを随時行っている。 

・トイレットペーパーなどの消耗品についても、毎日定

期的に補充している。 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・Ｓ６２年業務受託契約仕様書で確認、清掃関連は図書館サイ

ドの業者が一括して遂行しているが、施設も独自に毎日チェッ

クしている。 

・トイレのペーパーなど補充品の管理を厳密に行っており、一

部盗難のケースもあるので数量限定し補充している。 

 

・持ち帰りの習性ある一部利用者に対し一定の歯止めとなる対

策を検討する必要があると思われる。 
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Ⅱ-4 警備業務  
 安全で安心感のある環境を確保しているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

B に該当の上、次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

鍵の管理方法が明確になっている。 
✔ ✔ 

Ａ 

日常、定期的に館内外の巡回を行い、事故や犯

罪を未然に防止するように努める。 
✔ ✔ 

Ｂ 事業計画書のとおり業務が実施されている（機

械警備の設置状況の確認等）。 
✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・鍵はすべて鍵箱に収納し、施錠できるロッカーに収

納している。また、常勤者は、必要な鍵を携帯して

いる。 

・毎日館内をチェックシートにより定時に巡回し、目視

により安全を確認している。 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・ 鍵、老人福祉センター館長の公印の保管ルールが明確に

なっている。（このような事務所内の規則・ルールについて

も経理規則などと一緒に事務所内規則集のような形でま

とめておくことを推奨したい。） 

・ 図書館側が機械警備契約を締結している。 
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Ⅱ-5 外構施設の保守点検業務 
⇒該当施設のみ評価を実施する 
 外構施設が適切に管理され、安全性の確保及び良好な機能の保持が実現されているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

目に見える損傷等がなく、利用者が常に安全に

利用できる状態に保たれている。 
✔ ✔ 

Ａ 

発見された不具合が適切に処理されている。 
✔ ✔ 

Ｂ 事業計画書のとおり業務が実施されている。 
✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・チェックシートにより点検を毎日定期に実施し、お客

様の安全を確保している。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

図書館が管理契約担当であるが、センターとしても日常点検は

独自に行っているおり不具合はなく仕様書どおりに管理されて

いる。 
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Ⅱ-6 植栽・樹木等の維持管理業務 
⇒該当施設のみ評価を実施する 
 施設内の植栽・樹木等が適切に管理され、利用者が快適に過ごせるような良好な景観が保たれて
いるか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

落葉や雑草の繁茂等が放置されておらず、美観

が保持されている。 
✔ ✔ 

Ａ 

植栽に不具合が生じた際は適切に処理されてい

る。 
✔ ✔ 

Ｂ 事業計画書のとおり業務が実施されている。 
✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・年２回４社（当施設は４館複合施設）合同で敷地内の

草刈・清掃を行い良好な状態を保つとともに、常時

雑草等が繁茂しないよう努めている。 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・ 植栽・樹木の管理業務の外部発注は、併設の図書館が行

うことが覚書上明確になっている。事業計画上記されたと

おり、年１回の剪定作業が外部業者に発注されて実施さ

れている。 

・ 図書館側の予算に限度がある模様で、目立つ場所にある

生垣等のみ剪定されており、他の部分は自然に任せられ

ている。自然のまま放置していることによる危険はなく、最

低限の美観は確保されている状態にある。 

・ 最低でも年２回の剪定・除草作業は必要と判断されるが、

左記のとおり、不足分は複合施設を使用している４社合同

の除草作業などによって補われている。 
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Ⅱ-7 ゴミゼロ推進運動への取組 
 横浜Ｇ30プランに則ったゴミゼロ推進運動へ取り組んでいるか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

ごみの発生抑制に取り組んでいる。 
✔ ✔ 

再利用・再使用に取り組んでいる。 
✔ ✔ 

Ａ 

リサイクルに取り組んでいる。 
✔ ✔ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・すべてのゴミは、Ｇ30 の方針に従い分別処理を行っ

ている。お客様の利用に際し発生するゴミは、お客

様に持ち帰るよう徹底している。また、その旨の啓

発チラシを各部屋に掲示している。 

・お茶のサービスによって発生するお茶殻は、水分を

多く含んでいるため、省エネの観点からその処理に

当たっては、乾燥させてから処分している。 

・両面コピー・裏紙利用を徹底している。 

・横浜 G30 推進宣言を掲示している。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・空き缶は自動販売機業者が回収する方式となっているが、そ

の他は一切ごみ箱は廃止されている。 

・事務室ごみについても極力減らすように，紙製品のコップなど

も使用しないように努めている。 
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Ⅱ-8 浴室衛生管理業務 
⇒該当施設のみ評価を実施する 
 浴室の管理運営に関しては、公衆浴場法をはじめとする公衆浴場に関する法令の規定を遵守し、
利用者が快適に利用できるような状態が保持されているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

事業計画書のとおり業務が実施されてい

る。 
✔ ✔ 

塩素濃度測定を 1 日 3 回以上行っている。 
✔ ✔ 

Ａ 

レジオネラ対策を実施している。 
✔ ✔ 

Ｂ －   

Ｃ Ａに該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・浴室をシャワー室と読み替えて適用する。ただし、シ

ャワー室と浴室とは設備管理に大きな違いがあるた

め、次のとおり取り扱いお客様の安全を確保してい

る。 

・塩素濃度測定･は毎日１回、レジオネラ対策は年１回

実施し、衛生管理に努めている。 

・毎日の清掃（シャワーヘッドのはずし洗い含む）を行

い十分な換気に注意している。 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・うらしま荘には浴室はなく、ｼｬﾜｰ設備のみである。 

・図書館側で契約している外部業者により、事業計画書通り 

年１回のレジオネラ菌検査が実施されている。 

・塩素濃度測定は毎日確実に実施され適正数値であることを

確認している。 
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Ⅲ．運営業務及びサービスの質の向上 
 
Ⅲ-1 利用実績及び施設の稼動率 
評価実施直前の 2 年間の施設稼働率及び利用実績の推移につき、半期毎(4 月から 9 月、及び 10

月から 3月)の状況を確認する。 
（1）老人福祉センター利用者数 

全体 団体利用 個人利用 

その他利用 

（視察・見学、 

地域開放） 
期間 

施設稼働率 総利用者数 利用者数 利用者数 利用者数 

Ｈ18 4～9 月 ％ 23,234 人 11,435 人 11,799 人 21 人 

Ｈ18 10～3 月 ％ 26,472 人 14,503 人 11,969 人 75 人 

Ｈ19 4～9 月  133.7％ 31,080 人 16,248 人 14,832 人 78 人 

Ｈ19 10～3 月 ％ 人 人 人 人 

（2）団体利用内訳 

団体利用 
部屋 半期 

施設稼働率 利用者数 

H18   4～9  月        23.8％ 1558 人 

H18  10～3  月 34.2％ 1669 人 

H19   4～9  月 27.7％ 1647 人 

和
室 

H19  10～3  月 ％ 人 

H18   4～9  月 33.7％       2220 人 

H18  10～3  月 54.2％ 3768 人 

H19   4～9  月 57.4％ 5189 人 

会
議
室 

H19  10～3  月 ％ 人 

H18   4～9  月 85.0％ 5397 人 

H18  10～3  月 83.1％ 6107 人 

H19   4～9  月  88.6％ 6604 人 

機
能
回
復 

訓
練
室 

H19  10～3  月 ％ 人 

H18   4～9  月 96.7％ 2152 人 

H18  10～3  月 92.3％ 1946 人 

H19   4～9  月             96.7％ 2598 人 

シ
ャ
ワ
ー
室 

H19  10～3  月 ％ 人 

H18   4～9  月 26.3％ 1798 人 

H18  10～3  月 40.1％ 2157 人 

H19   4～9  月             44.1％ 2310 人 

工
作
室 

H19  10～3  月 ％ 人 

部屋 半期 団体利用 
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  施設稼働率 利用者数 

H18   4～9  月        18.9％ 799 人 

H18  10～3  月 23.2％ 1080 人 

H19   4～9  月 17.9％ 899 人 

生
き
が
い 

 

作
業
室 

H19  10～3  月 ％ 人 

 

 

 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・１８年度の施設稼働率は、１７年度の利用者数が不

明のため、空欄としました。 

・１８年４月より指定管理者として行い、利用者数前

年比（４～９月）133.7％と増加、部屋別利用者数と

ともにＵＰしている。 

・１８年度から１９年度のお客様の増加は「うらしま祭

り」「ロビーセミナー」「モーニングコンサート」「はま

どり号乗船による横浜港の歴史を学ぶ講座」「昔

の映画会の開催」「パソコン講座」「マージャン教

室」など高齢者が毎日を潤いと楽しみをもって生

活できる各種事業を定期的に実施したからであ

る。その結果多くの高齢者がうらしま荘に行けば

何か楽しいことがある、多くの仲間に出会えるとい

う期待感を醸成した結果がこの数値に現れてい

る。 

・以上のことから、毎年確実にお客様の増加を目指

し、１８年度 49000 人実績に対し１９年度 55000～

60000 人を目標とする。 

 

・ 

 

【改善すべき点・課題】 

 

・ 

 

 

 

【特記事項】 

他の老人福祉センターに比べて駅から遠く坂道にあ

ることから立地が不利ながらも全体利用者数は１３

３％伸びており、運営の努力が実ってきている。 

入浴風呂がない施設ながらもシャワー室利用度は

高く、スタッフの応対が好評を得ているとのアンケー

トを得ている。 
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Ⅲ-2 利用しやすい受付案内の実施 
 利用者が利用しやすい受付案内を実施しているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

受付窓口を設置し、受付スタッフがいる。 
✔ ✔ 

電話やＨＰ等により、利用相談を受付けている。 
✔ ✔ 

スタッフが利用者の相談に適切に対応できるよ

う、応対サービス等の研修体制を確立している。 
✔ ✔ 

Ａ 

利用者に分かりやすく説明できるよう、説明資料

を用意している。 
✔ ✔ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・開館時間内（昼休み（12：00～13：00）はスタッフが対

応）は、常勤者が受付対応業務を行っている。 

・指定管理者（ＮＰＯ法人こらぼネット・かながわ）のホ

ームページでも、また受付窓口においても、常時利

用相談を受け付けている。更に、電話・Ｆａｘでの利

用相談も随時受けている。 

・毎月スタッフミーティングを行い、スタッフがお客様の

相談に適切に応対できるよう研修を実施している。 

・施設案内を従来のものより大きくし（Ａ5 からＡ4 サイ

ズに変更）、ルビをふり、地図も目印を入れるなど高

齢者に見やすく、判りやすく工夫している。 

・当施設は複合館になっているため、受付が当センタ

ーだけでなく、他の施設を含めた総合案内も事実上

行っているが、その場合においても、全職員が常に

適切に応対している。 

・受付表示を目に付きやすい場所に設置しさらに裏 

面には、接客の心構えを表記している。 

・神奈川区民便利帳・横浜市暮らしのガイド・区民マ 

ップ等を受付に用意し利用者の皆様のご相談、お

問合せに応じている。また、バスの時刻表も用意し

ている。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

【特記事項】 

・館長はじめ職員・スタッフ全員が明るく声を出して応対してお

り、スタッフミーティングでは毎月サービス業としての研修を執

り行っている。 

・バスの時刻表を２階のホールに掲示するなど常に利用者の

目線で応対の仕組み作りができている。 

・案内文書は，字が大きくカナも見やすく振られている。 
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Ⅲ-3 適切な利用情報の提供 
 すべての利用者が等しく利用情報を得ることができるよう、適切な利用情報の提供を行っている
か。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

サービスの情報や施設利用案内を記載したパン

フレット・掲示物等を作成している。 
✔ ✔ 

情報提供に当たっては、わかりやすい言葉遣い

や写真・図・絵等を活用し、誰にでもわかるような

工夫を行っている。 

✔ ✔ 

Ａ 

見学などの希望に対応している。 
✔ ✔ 

Ｂ 次のすべてに該当する 
✔ ✔ 

 指定管理者の名称や指定期間、概要等について

館内の掲示板やＨＰ等で利用者に周知している。 
✔ ✔ 

 事業計画書・事業報告書を公表している。 
✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。 
 

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・わかりやすく、みやすい施設案内（従来のものＡ5）よ

り大きくし（Ａ4 サイズ）、ルビをふり、地図も目印を入

れた）パンフレットを、受付に常備してある。 

・サークル入会希望案内を行っている。 

・見学者には、職員がフロアーを案内し、利用の促進

に努めている。 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

【特記事項】 

・サークル入会希望については玄関入り口に掲示しており、閉

館後図書館への来訪者にも見てもらうよう工夫している。 

・パンフレットの文字は大きくカナも大きく振られている。 

・指定管理者の概要･期間など玄関に判り易く表示されている。 

・事業計画書，事業報告書は閲覧希望者には判り易く掲示し，

いつでも閲覧いただくような体制になっている。 
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Ⅲ-4 広報・ＰＲの実施 
 当該施設について、広報誌やＰＲ誌を作成するなど、具体的な取組を実施し、潜在的な利用者に
アピールしているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ａ 広報誌やＰＲ誌を作成するなど、積極的に広報・

ＰＲ活動を実施している。 
✔ ✔ 

Ｂ -   

Ｃ 広報・ＰＲ活動は行っていない。  

Ａ 

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・広報よこはま神奈川区版、タウンニュース等にＰＲ記

事や講座・イベントを掲載し、お客様の利用促進に

努めている。 

・趣味の教室・自主事業の案内等センターの情報を載

せた『うらしまだより』を神奈川区全域、近隣の区の

地区センターをはじめ、老人福祉センターに配布し

ている。 

（神奈川区内自治会数 １８５ チラシ約６０００枚 

および 掲示板数 約１２００） 

・うらしま荘の案内パンフレットを近隣のケアプラザに

配布している。 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

広報神奈川にＰＲを載せており、また、｢うらしまたより｣は年２回 

発刊している．〔３月・８月〕区内の各施設に配布するなど広く 

広報活動ができている。 
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Ⅲ-5 サービス水準の確保 
 個々のサービスについて、対応職員によって格差が生じないよう、施設のサービス水準を確保す
るための取組を行っているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

施設のサービス水準を確保するため、標準的な

業務実施手順や注意点等がわかりやすく明文化

（マニュアルの作成等）されている。 

✔ ✔ 

全職員が一貫した認識を共有した上でサービス

を提供している。 ✔ ✔ 

Ａ 

職員の意見を取り入れながら、標準的な業務実

施手順等をスタッフミーティング等において定期

的に見直している。 

✔ ✔ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・業務マニュアルを職員全員に配布し、毎月のスタッフ

ミーティングにおいて、業務の問題点を出し合い、

常にサービスのレベルアップを全員で考え、行動し

ている。 

・マニュアルの改訂は年２回を予定し、今年は９月に

改訂をおこなった。 

・また、業務マニュアルの内容や、その改訂に際して

は、スタッフ連絡ノートにより、全員が再度確認し、

より一層のサービス水準を保つよう努めている。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・ 勤務中のスタッフも業務マニュアルを身近に置き、活用す

る形が出来ている。 

・ 業務マニュアルは 18 年 4 月作成分が今年 9 月にスタッフ

ミーティングなど実情見直しし改定した。 

・ 9 月にマニュアル研修会を2 時間以上掛けて実施し浸透を

図った。 

・ スタッフ連絡ノートは毎日交代スタッフが記入し全員が目

を通しており館長の検印もある。 
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Ⅲ-6 職員間での情報共有化 
 職員間で、適切に各種情報の共有化が実現されているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

情報の流れが明確にされ、必要な情報が職員に

的確に届くような体制が整備されている。 
✔ ✔ 

Ａ 

職員間で、情報共有を目的とした定期的な会議

（スタッフミーティング等）が開催されている。 
✔ ✔ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・職員、スタッフ間の連絡事項の周知は回覧によって

確認している。（２週間で全員に回るシフトになって

いる。） 

・毎月のスタッフミーティングは、全員参加で行い、問

題点を出し合い、情報を共有化している。（スタッフ

間同士の連絡ノートもあり、それにより伝達状況を

把握している。） 

・その他必要な文書は、回覧し全員が確認している。 

・他施設を見学し業務運営に生かしている。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・毎月スタッフミーティングを実施し情報伝達は遺漏なく行われ

ている。スタッフ連絡ノートにより交代スタッフと職員が情報を共

有化している。他の施設見学も旺盛に実施しており学ぶ姿勢も

全員に浸透している。 

・回覧検印もしっかり伝達されている。 
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Ⅲ-7 個人情報の保護 
 個人情報の保護に対する体制が整っているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当したうえで、次の項目に該当する。 
✔ ✔ 

Ａ 

横浜市が規定する個人情報取扱特記事項につ

いて、年 1 回以上点検・評価を行っている。 
✔ ✔ 

次のすべてに該当する 
✔ ✔ 

個人情報を収集する際は必要な範囲内で適切な

手段で収集し、目的以外に使用していない。 
✔ ✔ 

個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル

等が整備され、管理責任者が特定されている。 
✔ ✔ 

個人情報の漏洩、滅失、き損及び改ざんの防

止、その他の個人情報の適正な管理のために必

要な措置を講じている。 

✔ ✔ 

Ｂ 

個人情報の取扱いについて、職員等に対する研

修を年 1 回以上実施し、個別に誓約書を取って

いる。 

✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・横浜市が定める個人情報取扱特記事項及びこの特

記事項に基づいて定めた個人情報取扱実施細則に

基づき、個人情報を管理するとともに、これに基づく

全職員の個人情報管理研修及び理解度チェックを

行い、修了者から誓約書を求め、これを横浜市に提

出している。 

・館長が、個人情報の管理責任者となっている。 

・パソコンは、パスワード管理している。 

・申請書・承諾書等の書類に記載された情報は目的以

外に使用しないことを明記し、個人情報を記載した

書類は、鍵のかかる場所に保管してある。 

・シュレッダー処理は、シュレッダーチェックシートで確

認している。 

・シャワー申込書は、毎日業務終了後シュレッダー処

理をしている。 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

【特記事項】 

・個人情報特記事項については独自に個人情報保護の実施細

則を作り心得書として箇条書きに整理し理解しやすい形を工夫

している。 

・パスワード管理も徹底している。 

・個人情報研修は７／１７に実施確認している。誓約書も備わっ

ている。 

・シュレッダー管理シートも作成され毎日管理されている。 
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Ⅲ-8 事故防止対策への取組 
 事故防止のための体制の構築・取組を行っているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当したうえで、次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

過去に発生した事故の内容や対応内容（事故発

生の例がない場合は、他類似施設等における事

例の収集など）をもとに、原因分析を実施し、改

善のための対応を行っている。 

✔ ✔ 

事故防止のチェックリストやマニュアル類を用

い、施設・設備等の安全性やサービス内容等を

チェックし、必要に応じて改善している。 

✔ ✔ 

Ａ 

事故防止策の研修等を実施している。 

✔ ✔ 

Ｂ 事故防止のチェックリストや事故防止・事故対応

マニュアル等を整備している。 
✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・過去の事例はないが、地区センター等の類似の事例

を参考に事故防止・事故対応マニュアルを整備して

いる。 

・毎月のスタッフミーティングにおいて、事故が起こら

ないよう事故防止策の研修を行っている。 

・事故が起こらないように、館内チェックを毎日行って

いる。 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

課題 

・AED の設置を図書館と検討している。 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・職員研修は，3 日間に分けて実施しており全員が事故防止を

徹底している。 

・ヒヤリ・ハットは他の施設の事例も元に作成している。 

・事故防止に関して館内見回りは徹底されておりチェックも徹底

しており事前防止に力点をおいている。 
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Ⅲ-9 事故発生時の対応体制の構築 
 事故発生時の対応体制が確立しているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当したうえで、次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

施設内で、事故対応責任者が明確になってい

る。 
✔ ✔ 

発生した事故内容等についての記録を作成して

いる。（ヒヤリ・ハット集の作成） 
✔ ✔ 

Ａ 

事故対応策の研修等を実施している。 
✔ ✔ 

Ｂ 事故発生時の連絡体制を確保している。 
✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・ＡＥＤ講習を受講している。 

・地区センター等の事故等を参考にヒヤリ・ハット集を

作成し、それをもとに事故対応の研修を実施してい

る。 

・事故対応の連絡網を全員に配布してある。 

・毎月のミーティングで注意・防止について話し合いを

行っている。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・研修は十分な時間を取り８／２３から８／２５までで全員参加

している。 

・災害事故発生時対応マニュアルが備えられており研修でも活

用されている。 

・事故対応責任者は館長とし、連絡網も整備されている。 

・ヒヤリ・ハットも研修されている。 
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Ⅲ-10 災害発生時の対応体制の構築 
 災害発生時の対応体制が確立しているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当したうえで、次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

防災マニュアル等に基づき、避難訓練や防災訓

練等を最低年に 2 回は実施している。 ✔ ✔ 

災害時の連絡体制や職員の役割分担等が明示

されている。 ✔ ✔ 

Ａ 

地域や関連機関との連携体制を整備している。 
✔ ✔ 

Ｂ 防災に関するマニュアル等が整備されている。 
✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。 
 

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・年２回４社（複合施設のため）合同の訓練を実施して

いる。（１８年度９月・２月） 

・自衛組織表があり、各自役割分担が決まっている。 

・防災マニュアルについては、毎月のミーティングで勉

強している。 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・災害訓練は 2 月と 9 月に実施確認済。 

・防災マニュアルは整備されており、職員連絡体制／役割分

担、地域連絡体制についても活用できるよう具体的に作成され

ている。 
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Ⅲ-11 利用者の意見・苦情を抽出する仕組みの構築 
 利用者が意見や苦情を述べやすい環境を整備しているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

利用者が苦情や意見を述べやすいよう、窓口

（ご意見箱の設置、ＨＰでの受付等）を設置して

いる。 

✔ ✔ 

Ａ 

利用者からの苦情や意見等が寄せられた際に

は、内容を記録し、対応策を実施している。 
✔ ✔ 

次のすべてに該当する 
✔ ✔ 

ご意見ダイヤルの利用方法に関する情報を提供

している。 
✔ ✔ 

Ｂ 

ご意見ダイヤルに意見等が寄せられた場合、そ

の対応方法等につき公表している。 
― 

  － 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・ご意見箱を設置するとともに、法人のホームページ

でも、意見苦情等を受けている。 

・センター内における苦情等については、サービス面

や職員の応対に対する不満と、お客様間におけるト

ラブルから生じるものとがあるが、前者について

は、運営面からの解決を図るためセンター全体でこ

の対応を図り、後者については、苦情解決委員会に

かけてその適切な対応を図っている。 

・ご意見、苦情の内容、それに対する回答等は、書面

でセンター内に掲示することにより公表している。 

・意見・苦情のポスター（ご意見ダイヤル）、案内（苦情

解決委員会）を掲示している。 

・ご意見用紙とご意見箱を設置し、誰もが意見や苦情

を出しやすい環境を構築している。 

・ご意見ダイヤルには今まで苦情等の意見は一切寄

せられたことはない。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

【特記事項】 

・ ご意見ダイヤルのポスター、苦情への対応責任者、苦情

解決の仕組み、ご意見苦情に対する回答など、利用者か

らの意見・苦情に関する館内の掲示を１箇所に集め、『ご

意見・苦情コーナー』というコーナー名をつけて置けば、さ

らに分かり易くなると考える。 

・ うらしま荘委員会は地域代表と３名の利用者代表と事務

局で開催されており年 3 回実施記録ある。各種意見が出

ておりうらしま荘の地図の改善とか意見が出たものを公表

し見直しを実施したものがある。 

・ クレーム記録書も備わっている。 

・ ご意見ダイヤルでの意見苦情は現時点ではない。 
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Ⅲ-12 利用者の苦情解決体制の構築 
 利用者の意見、苦情等を受けて、迅速に対応できる体制を構築しているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

利用者に対し、苦情等への対応手順、担当者等

が明確にされている。 
✔ ✔ 

苦情解決の仕組みを利用者等に周知している。 
✔ ✔ 

苦情等の内容を検討し、その対応策を講じてい

る。 
✔ ✔ 

Ａ 

苦情等への対応策について、利用者へ公表して

いる。 
✔ ✔ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・お客様間におけるトラブル等を適切に解決するため

の苦情解決委員会については、その機能や役割、

委員等について館内に掲示し、お客様にその旨周

知徹底するとともに、お客様に利用しやすいよう努

めている。 

・館運営全般に関する苦情等については、その解決責

任者を館長とし、どのように苦情等を解決していくの

かの仕組みを公表しお客様にその透明性を公開

し、公平公正な応対を担保している。 

・個人のトラブルをめぐる苦情等の場合は、大広間に

おいて、内容の発表をし、それに対しての理解と確

認とご協力のお願いをしている。 

・いずれの場合も、常に早期の対応心がけている。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

【特記事項】 

・｢皆様の声｣を表示しており、苦情体制の手順についても手順

書を備え付けている。 

・苦情解決委員会が設置されており周知するよう館内掲示され

ている。 
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Ⅲ-13 利用者アンケートの実施 
 サービス全体に対する利用者の満足度を把握し、課題がある場合には対応策を講じているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当した上、次のすべてに該当する。 ✔ ✔ 

利用者アンケートの結果を公表している。 ✔ ✔ 

利用者アンケートからサービスに係る課題を抽

出している。 
✔ ✔ 

Ａ 

利用者アンケートから抽出した課題への対応策

を講じ、改善している。 
✔ ✔ 

Ｂ サービス全体に対する利用者アンケートを最低、

年 1 回以上実施している。 
✔ ✔ 

Ｃ 
Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・お客様満足度アンケートを実施している。 

・利用者会議（懇談会）や、趣味の教室終了後また、イ

ベント終了時にアンケートを実施している。 

・お客様の意向は具体化しており、ロビーにおいて公

表し自由に見ることができるようにしている。 

・地域の皆様を対象としたアンケートを実施し、近隣の

人々がうらしま荘に抱いている意見等を把握し、そ

の実現に努め、うらしま荘が地域の人々とともに運

営できるよう努めている。（うらしま荘認知度アンケ

ート） 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・ 教室終了時の参加者アンケートの他、施設利用者を対象

とするアンケート、さらには地域住民一般を対象としたアン

ケートを実施している。 

・ アンケート実施後については総括メモを作成しアンケート

結果が分析され、業務の改善に繋げている。（（例）機能回

復訓練室利用者のアンケート結果に基づき､同訓練室の

実施回数を年２回とする方針を採った。） 

・ 利用者アンケートの質問項目の工夫の余地はある。 

・ 平成 18 年 6 月実施のアンケートは 180 枚配布し 146 枚回

収（回収率８１％） 

・ 利用者満足度アンケートは1月，7月年2回実施している。 

・ アンケート結果の考察と対応については 2 階の掲示板に

開示されている。 
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Ⅲ-14 利用者会議の開催 
 利用者代表からなる利用者会議を開催し、利用者の意見や課題がある場合には対応策を講じてい
るか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当した上、次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

利用者会議での検討内容を公表している。 
✔ ✔ 

利用者会議からサービスに係る課題を抽出して

いる。 ✔ ✔ 

Ａ 

利用者会議から抽出した課題への対応策を講

じ、改善している。 
✔ ✔ 

Ｂ 利用者代表からなる利用者会議を、最低年 1 回

以上開催している。 
✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・年２回開催。団体、個人にかかわらず、欠席された方

には議事録を送付し、また館内で議事録が閲覧で

きるようにしている。 

・会議で出された各意見は、全員で話し合いのうえ、

何らかの解決策を講じている。 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・利用者会議での内容はうらしま荘委員会でも討議され、その

結果、従来の案内図の改定を行った。うらしま荘は駅から遠い

場所にあり、且つ坂道であるので、徒歩による所要時間の表

記、またバスの時刻表の掲示の他、パンフレットにはルビをふ

り、文字を大きくするなど各種意見を反映させている。 
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Ⅲ-15 自主事業の適切な実施 
⇒該当施設のみ評価を実施する 
 利用者の望む自主事業を適切に実施しているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 
✔ ✔ Ａ 

定期的に自主事業の見直しを実施し、利用者の

ニーズを反映させている。 
✔ ✔ 

Ｂ 事業計画書のとおり、事業が実施されている。 
✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・お客様のニーズ（健康と知識）踏まえた自主事業（う

らしま祭り、健康相談、コンサート等）を展開してい

る。 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・18 年度は 18 の自主事業を実施している。ＥＸ，パソコン塾，男

のこだわり料理，中国語講座、モーニングコンサートは好評，

健康相談も行っている。 

・自主事業アンケートをその都度取り，講師からのアドバイスを

加えて，うらしま荘委員会等で討議し、次年度計画を理事会へ

付議し改善実施している。 
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Ⅲ-16 自主事業における独自の工夫等 
 施設目的を達成するため、施設を最大限活用するため、また利用者ニーズに対応するために独自
に工夫している点を抽出する。工夫が見られない場合には、その旨についても記述する。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・自主事業は、趣味の教室では達成できない或いは

実施できない、高齢者の①パソコンや各種趣味の

スキルアップ②施設外における体験学習③世代

間交流事業④イベント事業の四本を柱とする事業

をいい、これにより、高齢者の生活に今まで以上

に潤いと楽しみと充実した生活を保障・実現するも

のである。 

・開港記念日に6 館共同のスタンプラリー（ＮＰＯ法人

こらぼネットの指定管理者施設合同の事業で、各

施設をめぐりスタンプを集めていく事業。）を実施。

対象年齢を問わず参加していただき施設を知って

もらうという目的もある。うらしま荘来館者数１７１

名。 

・携帯電話講習会は（他のＮＰＯ法人共催事業）60 歳

以上を対象に行い、携帯電話の使用方法を解りや

すく説明し、実習体験を行う人気の講座で、午前・

午後の２回行った。しかしさらに受講希望者も多

く、年度内にもう１回開催する予定である。 

・モーニングコンサートはプロによる演奏会で、近くの

うらしま荘ですばらしい音楽が聞けてよかった（劇

場は遠くて行けないので）という声が多数あった。

今後も年に数回開催して欲しいという要望に応え

ていく予定である。 

・はまどり号に乗船し、横浜港の歴史を勉強する講

座（横浜市港湾局共催事業）は、７０名定員全員参

加の大変人気の事業なので、今後も継続していく

予定である。 

・うらしま祭 

１８年度に第１回目を開催した。１７年度までには

なかった催しなので、お客様は初めて発表会の場

が提供され、好評だった。内容としては利用団体

の日ごろの成果発表としての作品展、演技発表や

個人参加のカラオケ発表会、健康落語、マジック

ショーなど。今年度は、開館２０周年にあたり、開

催期間を２日間に広げて実施した。 

ロビーセミナー 

健康や防犯、防災など身近なテーマで３０分程度

のセミナーを行った。第１回目は「暑い夏を乗り切

るために」のテーマで開催した。 

・事業計画書にある「ここまでできる家庭の修理・お

楽しみセミナー」については、内容や、講師につい

て検討し 2 月に実施する。 

・ボランティアセミナーは近隣の「福祉活動ホームもくせ

い」との連携を検討中で、年度内に開催予定。 

【特記事項】 

 

モーニングコンサートは大変な反響であり継続的な

実施の期待が高いすばらしい企画であった。 

60 歳以上の方の施設ではあるが、6 館共同スタンプ

ラリーなど年齢を問わない事業も展開しており、地域

に根ざすことを主眼に全員で企画し工夫している。 

携帯電話講習会，パソコン教室は好評で回数を増や

すような反響がある。 
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・映画会については、現在、毎月定期的（月に６～８

回）ビデオ上映会を開催し多くの人が参加してい

る。 

・パソコン教室、水墨画、マジック、健康麻雀は、趣味

の教室で開催した。（趣味の教室での開催要望が

多かったため） 

・ボイストレーニングは、楽しく声が出せるように合唱

教室に変えて趣味の教室で開催した。（趣味の教

室は長期間開講できるため） 

・元気講座・転倒予防教室は、趣味の教室で健康体

操を毎週開催しており、その中に含まれ実施して

いる。 

・卓球教室、太極拳は部屋の確保が可能となり、年

度内に実施予定。 

・パソコンスキルアップ講座は、講師と開催時期を検

討中で、次年度に開催予定。 

・水墨画は大変人気があり、次年度のスキルアップ

講座の開催に向けて講師と検討中 
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Ⅲ-17 老人クラブ活動に対する援助等 
 市老人クラブ連合会及び区老人クラブ連合会の活動に対する援助を実施しているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

老人クラブ連合会との間で情報交換を行ってい

る。 
✔ ✔ 

Ａ 

施設を、老人クラブ連合会の利用に提供してい

る。 
✔ ✔ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・老人クラブ連合会の活動に対し、会議室等の優先利

用を行っているほか、老人福祉大学、会議、作業な

どについても、日頃から調整しております。 

・老人クラブ連合会の副会長が、うらしま荘委員会の

副会長に就任しており、委員会の都度情報交換し

ている。 

 

 

 

 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

【特記事項】 

・老人クラブ連合会事務局とは隣接部屋であり，日常情報交換

は館長はじめ十分にできている。 

・施設利用については 10 月，3 月に優先利用を実施している。 

他、横浜市高齢者福祉大学一般講座，特別講座の協力も年35

回実施予定。 

・年 4 回会館 4 施設長会議を行い、福祉大学の開催打ち合わ

せなど行っている。 
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Ⅲ-18 趣味の教室の適切な実施 
⇒該当施設のみ評価を実施する 
 利用者の望む趣味の教室を適切に実施しているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ｂに該当の上、次のすべてに該当する。 
✔ ✔ Ａ 

定期的に趣味の教室の見直しを実施し、地域住民

や利用者のニーズを反映させている。 
✔ ✔ 

Ｂ 事業計画書のとおり、事業が実施されている。 
✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・高齢者のニーズに合わせ、男性、女性ともに行える文

科系、体育系、に分けた健康と知識、技能の習得を

踏まえた内容にポイントをおき教室を展開している。 

・毎回、募集すると予定数以上の応募があり、抽選で決

定している。 

・終了後のアンケート調査を行い、結果を次回に反映し

ている。（人気のある教室には、継続して行うなど） 

・事業計画にある詩吟・フランス刺繍・社交ダンス・書

道・民謡踊（新舞踊）・絵画（油絵）については、自主

活動グループとして、うらしま荘に団体登録をし、活

動している。そのため、これら自主グループに発展し

た事業と同様の趣味の教室を開催することは、その

活動グループの活動の場を減らしてしまうことになり

かねないため、現在は、開催の時期を見合わせてい

る。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・毎回予定を上回る応募者あり，適切に抽選を行っている。 

・事業計画にある文化系の趣味活動は団体登録されている

活動に集約されてきており、別の同種の趣味の教室を作るこ

とには制限せざるを得ない状況があるがひとつの団体に集

約されることの問題もあるので更なる工夫が必要と考える。 
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Ⅲ-19 趣味の教室の実施における独自の工夫等 
 趣味の教室を実施する中で、事業者が独自に工夫している点を抽出する。工夫が見られない場合
には、その旨についても記述する。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

対象が６０歳以上で高齢者をベースにした健康力

と知識力を高めること、これからのライフワークのき

っかけ作りを目的とした内容の企画をしている。 

特にうらしま荘では、７０歳代の方の参加が大変

多くゆっくりとしたペースで進めるものを第一に、また

どうしても機能的に弱ってくる年代でもあり、介護予

防の観点から脳の活性化を図ることができるもの、

転倒防止を兼ねたものなどを取り入れ、気軽に参加

でき、お友達作りや作品を作り上げる喜びや達成感

を味わえるものを企画している。 

事業計画書どおりに内容を組み入れた教室を開

催し、教室終了後には、アンケートを実施協力し、今

後の教室計画に反映させている。 

 

運動系･･････健康体操、フラダンス、フォークダンス 

趣味・娯楽･･･絵手紙、水墨画、淡彩画、健康麻雀 

         おとこの料理、折り紙、篆刻 

実用ボールペン字 

勉強････････パソコン、中国語、お茶のあれこれ、 

        神奈川宿歴史講座、百人一首 

 

今後は、元気な高齢者を対象に、一人暮らし高齢

者、或いは障害者又は子育て世代を支える観点から

ボランティア活動の基本を教室に加えていきたい。こ

のボランティア活動は、元気な高齢者の仲間づくりの

一助になるので、その推進を図るため様々な工夫を

していきたい。 

 

【特記事項】 

 

高齢者のための施設であるが，元気高齢者でいるこ

ととさらなる豊かなライフワークの醸成に貢献できる

各種活動を工夫しており、いろいろな制約はあるも

のの利用者目線に沿った充実した支援を行ってい

る。 
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Ⅳ．地域及び地域住民との連携 
 
Ⅳ-1 地域及び地域住民との交流・連携 
 地域や地域住民との交流・連携に関する取組を実施し、地域交流の支援を実施しているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

次のすべてに該当する。 
✔ ✔ 

地域住民、町内会、自治会等と情報交換を行っ

ている。 
✔ ✔ 

地域住民の意見・要望を把握している。 
✔ ✔ 

人的資源や場所の提供を通し、各種地域活動へ

参加している。 
✔ ✔ 

Ａ 

区内の他施設と連携し、情報交換を行っている。 
✔ ✔ 

Ｂ Ａの中でいずれか 1 つは該当する。   

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

Ａ 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・町内の会合に出向きうらしま荘の利用案内を説明し

ており、子ども会等にも情報の提供を行っている。 

・地域のお知らせを掲示している。 

・地域の方のアンケートを実施。 

・浦島丘連合自治会の盆踊りに出席・参加。 

・うらしま祭りに「福祉活動ホームもくせい」に参加出店

をお願いし、それを実現した。 

・０６０２イベントのスタンプラリーで、近隣施設である

松見集会所、白幡地区センター、かなっくホールとの

連携を実現した。 

・小学校より見学会があり、館内の案内及び説明を行

った。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

地域の方のアンケートの実施など要望意見を吸い上げる仕組

み作りができている。近隣施設および町内会などとの連携もし

っかりできており、地域のランドマーク的な存在になっている。 
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Ⅴ．収支状況 
 
Ⅴ-1 指定管理料の執行状況 
 指定管理料は適正に執行されているか。 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 
判断基準 

チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） チェック欄 評価（A・Ｂ・Ｃ） 

Ａ Ｂに該当した上、外部の監査を受けている。 
✔ ✔ 

次のすべてに該当する 
✔ ✔ 

適切な経理書類が作成されている。 
✔ ✔ 

経理を担当する職員を配置している。 
✔ ✔ 

収支決算書に記載されている費目に関し、伝票

が存在する。 
✔ ✔ 

Ｂ 

通帳や印鑑などが適切に管理されている。 
✔ ✔ 

Ｃ Ａ、Ｂのいずれにも該当しない。  

Ａ 

 

A 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・通帳・印鑑は別々に保管し、施錠して（Ｗロック）管理

している。 

・施設においては経理担当者として副館長をおき、見

積もり書（金額によっては 2 社以上）・納品書・請求

書・領収証と添付の上、館長決済、あるいは事務局

長決済の後、支出している。 

・会計事務所とは帳票類のチェックを年間契約し、経

理上の指導を受けている。また消費税、法人税につ

いては当会計事務所に申告書の作成をお願いし、毎

年税務署に納めている。 

・社会保険については社会保険労務士に年間契約し、

入社・退社時の申告書類、その他社会保険の書類

を作成し適切に対応している。 

 

【改善すべき点・課題等】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・ うらしま荘の経理は副館長が起票したものを、まず現場で

館長決済を行い、それをこらぼネット・かながわ（指定管理

者本部）の事務局経理担当職員と事務局次長がバウチャ

ーと共に送付された伝票をダブルチェックする体制を敷

き、最終決済を事務局長が行っている。 

・ こらぼネット・かながわは会計事務所と帳票類のチェック

及び申告書の作成契約を結び、適性に経理事務を行って

いる。 
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Ⅴ-2 収支決算状況 
 予算と決算に大幅な相違がないか。収入－支出がプラスになっているか。 
 

確認事項 

（予算収入     24,667,000 円） － （決算収入   25,427,917 円） ＝  760917 円 

（予算支出     24,252,401 円） － （決算支出   23,266,000 円） ＝  886,401 円 

（決算収入     25,427,917 円） － （決算支出   24,252,401 円） ＝ 1,175,516 円 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【特記事項】 

・収入が非常に少なく限られた年度予算での運営の

ため、来館者の増加に努力すればするほど管理

費・事務費が予算以上に増加し、マイナスとなる。

節約しても限度があり、来館者数増加とのバラン

スが管理上非常厳しい実態がある。ただし、平成

18 年度半ばから、自動販売機 2 台を稼動させてお

り、その収入に期待を寄せている。 

・ 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

・ 決算収入が予算を 761 千円上回った主因は、新

たに導入した自販機の収入 229 千円と、趣味の

講座・自主事業で用いる教材費収入 330 千円。

しかし、教材費は参加者から実費を徴収してい

るもので、同額だけ支出の増加要素となってい

る。 

・ 趣味の講座と自主事業講座・催事についての合

計収支は：収入 330 千円（教材費収入）－2,325

千円（講師代金+教材費）＝▲1,995 千円。これ

は予算上の事業費 2,000 千円の範囲内に納まっ

ている。 

・ 決算収支は予算を 125 千円下回ったが、1,175

千円の黒字を確保している。 

・ 施設の性格上、施設利用料収入はなく、自主事

業活動も教材費のみ徴収するので実施すれば

するだけ事業費予算を喰い収支を圧迫する構

造となっている。V-3 の項目に記したとおり、経

費節減にも真剣に取り組み黒字を確保したもの

と評価出来る。 
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Ⅴ-3 経費節減の取組 
 経費節減のための努力を行っているか 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・お客様のゴミの持ち帰りを徹底している。 

・空調の管理には、各部屋に温度計を設置し、夏冬

の室温の温度計管理を部屋ごとに、照明は、窓側

の照明は間引きしている。 

・館内で使用する書類は、裏紙利用を徹底している。 

・ご案内等の掲示物も再利用に努めている。 

・リサイクル品の事務用品を使い、その購入に当たっ

ては、安価なディスカウント店で行っている。 

・小さな修理、各扉の油さしなど独自でメンテナンス

を行い経費削減に努めている。 

・絵画教室の筆洗いなどは、空きペットボトルで水入

れを作り、利用している。 

・イベントや季節のディスプレイは職員が手作りで行

っている。 

・一度利用したものも再利用に努めている。 

 

 

【改善すべき点・課題】 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 

事務所内で使用するメモ用紙（小片）、ｶﾗｵｹ申込み

用紙、ｼｬﾜｰ利用申込書、職員用の回覧用紙などに

ついても裏紙利用が徹底されていることが確認され

た。職員全員に経費削減意識の徹底が図られてい

る。 
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Ⅵ．その他 
 

指定管理者記入欄 第三者評価機関記入欄 

【アピールポイント】 

・元気な高齢者に楽しく快適に過ごしてもらうための工夫とし

て、季節感の演出を、大広間にシーズンディスプレイをして

いる。 

1 月･･･お正月      ２月･･･節分 

3 月･･･ひな祭り     ４月･･･さくら 

５月･･･こいのぼり    ６月･･梅雨 

7 月･･･七夕、祭り    ８月･･･花火 

9 月･･･ススキ・トンボ お月見       

１０・11 月･･･秋景色   １２月･･･クリスマス 

・上記のように毎月飾り付けをしている。（スタッフ・職員のボラ

ンティアにより費用はかかっていない。） 

・毎週２回を基本に開催している「時代劇を楽しむ・会」もお客

様に支持され続いている。 

・現在受付やロビーに金魚を置き涼しさを感じていただいてい

たが、欲しがる方が多く飼育説明会を行い 25 名の方に 1 人

5 匹で合計 125 匹プレゼントをした。 

・5/1～9/30 サマータイムとしてカラオケを１日７５曲歌えるよう

にした。（１８年度６０曲）基本的には、予算が少ないため費

用がかからないソフトの面で、小さなことであるが続けること

によりうらしま荘独自のものになるよう、実行している。 

・これから６０歳になられる方に来館していただけるよう、この

デジタルの時代にこころ休まるアナログ手法を多く、ソフト面

で取り入れ「安らぎの場うらしま荘」を目指している。 

・利用者アンケート、会議、日常の会話によりお客様の声を受

けて・各部屋を 1 日 2 コマから 3 コマの時間区分にした。 

・2 ヶ月前予約とし、月 2 回の予約に変更、電話・ファックスでも

予約受付をすることにした。（17 年度は 1 ヶ月前の当日予約

で窓口受付） 

・利用者という言葉をやめお客様ということを職員間で徹底す

ることにした。 

・足が弱く畳はつらいとの声に「さんご」を洋室に変更した。費

用は、材料費のみ 

・健康器具は、室内に設置していたが、ロビーに出し気軽に使

えるようにした。 

・健康相談は、健康相談室で行っていたが、気軽に相談に来ら

れるようにロビーで行うようにしたので、相談者が増加した。 

・大広間入口の靴箱の上に手すりを設置し（2 箇所） 

個人の一時荷物置き場（大広間内）を設置した。 

・うらしま祭を 18 年度初めて開催し大変喜ばれた。19 年度は、

皆様のご要望にお応えして 2 日間の開催とした。 

・子ども対象の０６０２イベントのスタンプラリーの参加を呼びか

けたところ、お孫さん連れなど、19 年度は、４０％の参加が

あった。 

【改善すべき点・課題】 

 

【特記事項】 

高齢者予備軍の方々にも施設の特長を知らしめる活動

を地道に継続しており、地域での役割が更に向上するよ

うな企画も積極的に取り組んでいる。 

 



 

老人福祉センター評価結果一覧表 
施設名：  横浜市老人福祉センターうらしま荘 
 

評価機関名： 東京海上日動ファシリティーズ 
 

評価項目 
指定管理者 

自己評価結果 

評価機関 

評価結果 
     

I．総則 Ａ Ａ 

1.施設の目的や基本方針の確立 老人福祉センターの設置目的に基づいた管理運営上の基本方針が確立さ

れており、職員が理解しているか 

Ａ Ａ 

2.施設目的の達成度 施設の管理運営を通して、施設目的を達成できているか Ａ Ａ 

3.職員の勤務実績、配置状況 管理職を含む常勤職員及び非常勤職員の勤務実績、配置状況は適切か Ａ Ａ 

4.職員のマナー 利用者が気持ちよく利用できるよう､利用者に対する職員の接客マナーは適

切か 
Ａ Ａ 

 

5.開館の実績 仕様書に定められた、もしくは事業計画書のとおり開館しているか Ａ Ａ 

     

II．施設・設備の維持管理 Ａ Ａ 

1.建物・設備の保守点検 建物・設備が適切に管理され、安全性の確保及び良好な機能の保持が実現

されているか 

Ａ Ａ 

2.備品の管理 備品が適切に管理されているか Ａ Ａ 

3.清掃業務 利用者が快適に利用できるような状態が保持されているか Ａ Ａ 

4.警備業務 安全で安心感のある環境を確保しているか Ａ Ａ 

5.外構施設の保守点検 安全性が確保され、良好な機能が保持されているか Ａ Ａ 

6.植栽・樹木等の維持管理 利用者が快適に過ごせるような良好な景観が保たれているか Ａ Ａ 

7.ゴミゼロ推進運動への取組み 横浜Ｇ30 プランに則ったゴミゼロ推進運動へ取り組んでいるか Ａ Ａ 

 

8.浴室衛生管理業務 公衆浴場法等法令の規定を遵守し、利用者が快適に利用できるような状態

が保持されているか 
Ａ Ａ 

     
III．運営及びサービスの質の向上 Ａ Ａ 

1.利用実績及び施設の稼働率 -   

2.利用しやすい受付案内の実施 利用者が利用しやすい受付案内を実施しているか Ａ Ａ 

3.適切な利用情報の提供 全ての利用者が等しく利用情報を得ることができるよう、適切な利用情報の

提供を行っているか 
Ａ Ａ 

4.広報・ＰＲの実施 

 

当該施設について、広報誌やＰＲ誌を作成するなど、具体的な取組みを実施

し、潜在的な利用者にアピールしているか。 
Ａ Ａ 

5.サービス水準の確保 

 

個々のサービスについて、対応職員によって格差が生じないよう、施設のサ

ービス水準を確保するための取組みを行っているか 
Ａ Ａ 

6.職員間での情報共有化 職員間で、適切に各種情報の共有化が実現されているか Ａ Ａ 

7.個人情報の保護 個人情報の保護に対する体制が整っているか Ａ Ａ 

8.事故防止対策への取組 事故防止のための体制の構築・取組みを行っているか Ａ Ａ 

9.事故発生時の対応体制の構築 自己発生時の対応体制が確立されているか Ａ Ａ 

10.災害発生時の対応体制の構築 災害発生時の対応体制が確立しているか Ａ Ａ 

11.利用者の意見・苦情を抽出する仕組みの構築 利用者が意見や苦情を述べやすい環境を整備しているか Ａ Ａ 

12.利用者の苦情解決体制の構築 利用者の意見、苦情等を受けて、迅速に対応できる体制を構築しているか Ａ Ａ 

13.利用者アンケート調査の実施 サービス全体に対する利用者の満足度を把握し、課題がある場合には対応

策を講じているか 

Ａ Ａ 

14.利用者会議の開催 利用者代表からなる利用者会議を開催し、利用者の意見や課題がある場合

には対応策を講じているか 
Ａ Ａ 

15.自主事業の適切な実施 利用者の望む自主事業を適切に実施しているか Ａ Ａ 

16.自主事業における独自の工夫等 -   

17.老人クラブ活動に対する援助等 

 

市老人クラブ連合会及び区老人クラブ連合会の活動に対する援助を実施し

ているか 

Ａ Ａ 

18.趣味の教室の適切な実施 利用者の望む趣味の教室を適切に実施しているか Ａ Ａ 

 

19.趣味の教室事業における独自の工夫等 -   
     
IV．地域・地域住民との交流連携 Ａ Ａ 

 1.地域や地域住民との交流・連携の取組み 地域や地域住民との交流・連携に関する取組みを実施し、地域交流の支援

を実施しているか 

Ａ Ａ 

     
V．指定管理料の施行状況 Ａ Ａ 

1.指定管理料の執行状況 指定管理料は適正に執行されているか Ａ Ａ  
2.収支決算状況 収入-支出がプラスになっているか ＋ ＋ 
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3.経費節減の取組 事業計画書等で示した利用料金収入の目標値がどの程度達成されているか Ａ Ａ  

4.経費節減状況 経費節減のための努力を行っているか   

老人福祉センター評価総括 
項目 指定管理者自己評価 第三者評価機関特記事項 

I．総則 施設の運営基本方針に沿った運営及

び計画通りの運営ができている。今

後とも、更に充実した職員研修を実

施し、更によりよい利用者サービス

と館運営に努めていく。 

今年度施設の利用者数は 133％の

伸びとなり地域の利用者のニーズを

満足が高い運営ができている。70 歳

台の方の利用者が多いが、健康相談

業務はじめ元気な高齢者のためのサ

ービスが工夫されている。うらしま

荘登録団体は 78 団体となり公正に

公平にかつ魅力ある運営が行われて

いる。 

II．施設・設備の維持管理 利用者が常に安心安全で、かつ気持

よく利用できるよう施設・設備の維

持管理に心がけている。特に、各会

議室の管理については、高齢者仕様

に変えるなど工夫した管理運営をし

ている。 

図書館が会館の管理運営主体機関と

なっているが、うらしま荘自体も自

主的に日常管理を補完し行い限られ

た予算の中、快適な開館状態になっ

ている。衛生状態にも十分留意し職

員・スタッフが適宜委託業者の補完

を行って高いレベルの運営を行って

いる。 

III．運営業務及び 
サービスの質の向上 

運営面での工夫により前年同期より

利用者がふえてきている。これから

もより一層の創意工夫によりサービ

ス向上に努めていく。 

各部屋とも利用率は向上しておりサ

ービスの質が評価されている。館内

各種掲示物は明快にわかりやすくな

っている。職員は全員がホイッスル

を携行し高齢者利用者のためのリス

クマネジメントも身についている。 

スタッフ連絡ノートはしっかり活用

運用されており利用者目線に沿った

運営が現場レベルでもできている。 

IV．地域及び地域住民との連携 施設のチラシの配布だけでなく、地

域の自治会町内会・老人連合会の会

合或いは障害者活動ホームなどとの

密接な関係の構築を図るため、今以

上に、地域との連携を図っていく。 

横浜市高齢者福祉大学講座への老人

クラブ連合会との講座協力など、地

域のランドマーク施設として地域自

治会とも連携し活動されている。他

の施設との連携スタンプラリー、地

域の小学校との連携、地域アンケー

トなど地域に根付いた活動が実現さ

れています。 

V．収支状況 指定管理料だけの運営であり、財政

的には非常に厳しい収支となってい

るが、今後も節約と創意工夫した運

営を心がけ今以上に収支の改善を図

っていきたい。ただ、平成 18 年度

の後半から自動販売機 2 台を導入し

たので、その収入に期待したい。 

収入が限られている予算の中で、経

費を切り詰めつつ創意工夫しての運

営ができている。経理については合

い見積もりを徹底し、副館長が経理

を管轄し尚且つこらぼネット・かな

がわ本部事務局もダブル管理する体

制になっており万全になっている。 
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VI．その他 利用者増を図るため、はじめてのう

らしま祭りの実施、モーニングコン

サート、昔の映画など様々な工夫を

運営に取り入れ、多くの利用者から

感激されているが、これに満足せず

今後とも努力していく。 

利用者に好評なテーマを情報入手す

る仕組み作りができており常にＰＤ

ＣＡサイクルの考え方を導入してき

た成果が出てきている。利用者数も

大幅に伸びてきており、本部事務局

と，館長副館長の連携で利用者満足

度を高める施策の成果が実ってきて

いる。 

 

評価結果についての講評 

元気な高齢者中心の施設でありながらも、地域の小学校との連携を深めるなど地元との連携を積極的に図り、地域

の中核的なセンタ－に成長させてきた手腕は運営者の方々の努力の賜物である。原則無料利用施設であることと高

齢者中心の利用者の特徴から応対スキルにも十分気を使い不快な思いをさせない運営を現場レベルで徹底して実践

している。民間感覚を取り入れた運営を実施し一定のメリハリある基準作りを行い利用者との距離を更に近い物と

し利用者にとって魅力的な運営ができてきている。今後、広く地域の情報の掘り下げと近隣同種施設の情報なども

活用しさらに高いレベルの運営を行い、地域と利用者に提供する価値の総和が向上することを期待します。 

指定管理者からの意見 

今年うらしま荘は開館２０周年を迎えました。ＮＰＯ法人こらぼネット・かながわが指定管理者となった昨年４月

より当施設に来館する方々すべてをお客様（ゲスト）として接し、早くも１年８ヶ月が過ぎました。お客様に対し

てどんなに些細な事でも全員で話し合い、改善を重ね、安全で楽しい 1 日をすごせるよう努めてまいりました。 

今回の第三者評価において、今まで良いと思っていたことも見直しをすることができ、新たな発見や気づき、改善

策も見つけることができました。こうしたなかで、公共施設本来のあり方、運営方向を再認識することができまし

たことを深く感謝しております。 

２１年目となる来年以降も全員一丸となり「健康作りの場」「仲間作りの場」「生きがい作りの場」の充実を目指し、

皆様に喜んでいただけるよううらしま荘の更なる飛躍を誓います。 

 
 
 


